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平成31年の年頭に当たり、公益社団法人一宮法人会の皆様に謹んで新年の御挨拶を申し上げます。
会員の皆様には、平素から税務行政につきまして深い御理解と格別の御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、昨年の管内の経済情勢を振り返りますと、個人消費は回復傾向にあり、生産活動、住宅建設の増加

により緩やかではありますが拡大しております。
さらに、経済以外の面に目を向けましても、平昌五輪では愛知県出身の宇野昌磨選手の銀メダルをはじめ、

日本としても冬季五輪史上最多記録を更新する13個のメダルを獲得し、2020年東京夏季五輪への弾みとな
りました。

また、静岡県とゆかりのある本庶佑氏が、新しいがん治療薬の開発などに貢献したとして、ノーベル医学・
生理学を受賞するという大変喜ばしい出来事もありました。

このような中で新しく迎える年が、会員企業の皆様にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念
いたしますとともに、貴法人会が引き続き魅力ある事業活動を展開され、会員企業と地域社会の発展に一層
の貢献をされますことを御期待申し上げます。

ところで、税務行政を取り巻く環境は、経済活動の国際化・ICT 化の著しい進展とともに、制度改正が行
われるなど、大きく変化しております。

この変化に対して、国税当局といたしましては、ICT やマイナンバーの活用による納税者の皆様の利便性
の向上と、税務署の内部事務等の集中処理などの事務運営の最適化を通じて、税務行政のスマート化を目指
すことにより、納税者の皆様の信頼の確保に努めるとともに、納税者の皆様が自発的に納税義務を履行して
いただけるよう税務コンプライアンスの向上に取り組む必要があると考えております。

貴法人会におかれましても、各企業の内部統制面や会計経理面の質的向上に向けて、「自主点検チェック
シート」及び「自主点検ガイドブック」を作成し、これを会員企業のみならず一般企業にも配布する取組を実
施しておられます。

この取組は、納税者全体の税務コンプライアンスの維持・向上に資するものであり、国税庁の使命にも合
致することから、更なる普及に向けて後押しをさせていただくこととしておりますので、今後も積極的な取
組をお願いいたします。

また、本年10月1日から社会保障の充実・安定化を図るため、消費税及び地方消費税の税率が8% から
10% に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。

国税当局といたしましては、納税者の皆様に制度を理解していただくとともに導入に向けた準備を進めて
いただき、自ら適正な申告・納税が行えるよう法人会の皆様に説明会の開催等で御協力いただきながら、着
実な周知・広報に努めているところです。引き続き、円滑な実施に向けて取り組んでまいりますので、さらな
る御協力をよろしくお願いいたします。

重ねてe-Tax やマイナンバーの普及・定着に多大な御尽力をいただいており、厚く御礼を申し上げますと
ともに、今後とも変わらぬ御支援・御協力を賜りますようお願いいたします。

最後になりますが、公益社団法人一宮法人会の更なる御発展と、会員の皆様の御健勝並びに事業のますま
すの御繁栄を祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

名古屋国税局　課税第二部長

岩田　和之

年頭の御挨拶

謹んで新年のお慶びを申し上げます。
公益社団法人一宮法人会会員の皆様におかれましては、平素から税務行政に対しまして、格別の御理解

と御協力を賜っておりますことに、厚く御礼申し上げます。
本年が森会長をはじめ会員の皆様にとって希望の多い充実した年となりますことを祈念いたしますとと

もに、引き続き御芳情を賜りますようお願い申し上げます。
昨年の7月に一宮税務署長を拝命して以来、早いもので半年が経過しました。
この間、貴会の多岐にわたる充実した活動を拝見させていただきましたが、地域イベントで各支部が主

催された税金クイズや女性部会及び青年部会から多くの講師を派遣いただいた租税教室などの税の啓発活
動のほか、税知識の普及を目的とした定例研修会や各支部における研修会の開催、「自主点検チェックシー
ト」及び「自主点検ガイドブック」の利用拡大による企業の税務コンプライアンスの向上、社会貢献事業の
一環である「輝& 輝コンサート」の開催、小学生を対象とした「税に関する絵はがきコンクール」など、活動
内容の充実ぶりは、目を見張るものであります。

これもひとえに、会長をはじめ役員の方々の並々ならぬ御尽力と、会員の皆様の御理解と御協力の賜物
であると、心から敬意と感謝の意を表する次第であります。

ところで、「納税者の自発的な納税義務の履行を適正かつ円滑に実現する」という国税庁の使命を果たす
ためには、納税環境の一層の整備を行い、納税者サービスを充実させるとともに、適正かつ公平な課税と徴
収を行うことが非常に重要であると考えております。

平成30年度税制改正により、「電子情報処理組織による申告の特例」が創設され、資本金の額等が1億円
を超える法人等については、来年4月1日以後に開始する事業年度（課税期間）から法人税等の申告をe-Tax
により提出しなければならないこととされました。また、本年1月からは、申告・納税の更なる利便性の向
上を図るため、マイナンバーカードを利用せずにe-Tax の利用が可能となる「ID・パスワード方式」による
所得税の確定申告ができるようになりました。

加えて、「納税証明書のオンライン請求」や「ダイレクト納付」も便利な手続きですので、是非、御活用い
ただければと思います。

更に、本年10月1日からは、消費税率が8% から10% に引き上げられるとともに消費税の軽減税率制度
が実施されます。今までの単一税率ではなく、複数の税率となるため、請求書の様式の変更や経理システム
の変更に伴うシステム改修を含め、日々の業務を行うに当たり、御対応いただかなければならないことが
ありますので、早めに具体的な御準備を進めていただきますようお願い申し上げます。

私どもといたしましては、これらの制度の円滑な実施に向けまして、より一層の広報・周知に取り組んで
まいる所存でございますので、貴会におかれましても、制度改正への御理解とともに、周知等にお力添えを
賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。

結びに当たりまして、公益社団法人一宮法人会のますますの御発展と会員の皆様の御健勝並びに事業の
御繁栄を心から祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせていただきます。

一宮税務署  署長 

中村　猛文

年頭の御挨拶
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納税功労表彰受彰者
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藍綬褒章
社会福祉功労

田中 秀雄 氏
社会福祉法人 清修会　理事長

平成30年度　一宮税務署長納税表彰記念　平成30年11月13日

平成30年度　一宮税務推進協議会長表彰記念　平成30年11月13日
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基本的な課題

第35回 法人会全国大会 鳥取大会
平成30年10月11日（木）　　会場／とりぎん文化会館
　平成30年10月11日（木）に鳥取市の「とりぎん文化会館」において、全法連主催に
よる第35回法人会全国大会（鳥取大会）が開催され、一宮法人会からは、滝常任理事、
山田理事、山内事務局長が出席した。
　第１部の記念講演では、株式会社大山どり 代表取締役 島原道範氏より「大山どり
の奇跡」～35歳、どん底からの挑戦～と題して講演が行われた。
　第２部の式典では、全国法人会総連合 柳田税制委員長より、「平成31年度税制改正
に関する提言」についての取り纏めの経緯と主な提言内容について報告がなされた。
　また、青年部会の租税教育活動として、福岡県の直方法人会 青年部会による事例報
告がなされた。
　以下、「平成31年度税制改正に関する提言」の概要を報告致します。

Ⅰ. 税・財政改革のあり方
1. 財政健全化に向けて

○政府は、プライマリーバランス黒字化目標の達成時期を2025年度に大幅延期したが、2022年から団
塊の世代が75歳の後期高齢者に入り始めることなどを考えれば、それまでに黒字化を達成しておくこ
とが極めて重要になる。

（1）2019年10月の消費税率10% への引き上げは、財政健全化と社会保障の安定財源確保のために不可
欠である。税率引き上げによる悪影響を緩和する等の経済環境整備は必要であるが、それがバラマキ
政策とならないよう十分配慮すべきである。

（2）政府は、2016年度から18年度の3年間を集中改革期間と位置づけ、政策経費の増加額を1.6兆円（社
会保障費1.5兆円、その他0.1兆円）程度に抑制する目安を示し、達成した。2019年度から21年度の
基盤強化期間についても、社会保障費の増加額を抑制する目安を示し、改革に取り組む必要がある。

（3）財政健全化は国家的課題であり、歳出、歳入の一体的改革によって進めることが重要である。歳入で
は安易に税の自然増収を前提とすることなく、また歳出については、聖域を設けずに分野別の具体的な
削減の方策と工程表を明示し、着実に改革を実行するよう求める。

（4）消費税についてはこれまで主張してきたとおり、税率10% 程度までは単一税率が望ましいが、政府
は税率10% 引き上げ時に軽減税率制度を導入する予定としている。仮に軽減税率制度を導入するので
あれば、これによる減収分について安定的な恒久財源を確保するべきである。

（5）国債の信認が揺らいだ場合、長期金利の急上昇など金融資本市場に多大な影響を与え、成長を阻害す
ることが考えられる。政府・日銀には、市場の動向を踏まえた細心の政策運営を求めたい。

2. 社会保障制度に対する基本的考え方
○社会保障給付費は公費と保険料で構成されている。適正な「負担」を確保するとともに、「給付」を「重

点化・効率化」によって可能な限り抑制しないと持続可能な社会保障制度は構築できない。
○社会保障の基本的あり方では、「自助」「公助」「共助」の役割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点

も重要である。その意味で、医療保険の窓口負担や介護保険の利用者負担などの本人負担については、
高齢者においても負担能力に応じた公平性を原則とする必要がある。

（1）年金については、「マクロ経済スライドの厳格対応」「支給開始年齢の引き上げ」「高所得高齢者の基礎
年金国庫負担相当分の年金給付削減」等、抜本的な施策を実施する。

（2）医療については、成長分野と位置付け、大胆な規制改革を行う必要がある。給付の急増を抑制するた
めに診療報酬（本体）体系を見直すとともに、政府目標であるジェネリックの普及率80% 以上も早期
に達成する。

（3）介護保険については、制度の持続性を高めるために真に介護が必要な者とそうでない者とにメリハリ
をつけ、給付及び負担のあり方を見直す。

平成31年度 税制改正に関する提言（要約）

左側より山田理事、滝常任理事、
山内事務局長

（4）生活保護については、給付水準のあり方などを見直すとともに、不正受給の防止などさらなる厳格な
運用が不可欠である。

（5）少子化対策では、現金給付より保育所や学童保育等を整備するなどの現物給付に重点を置くべきで
ある。その際、企業も積極的に子育て支援に関与できるよう、企業主導型保育事業のさらなる活用に向
けて検討する。なお、子ども・子育て支援等の取り組みを着実に推進するためには安定財源を確保する
必要がある。

（6）企業への過度な保険料負担を抑え、経済成長を阻害しないような社会保障制度の確立が求められる。
３．行政改革の徹底

○行政改革を徹底するに当たっては、地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の精神に基づき自
ら身を削らなければならない。にもかかわらず、政府・議会ともに国民の信頼を裏切るような事態に
陥っているのは残念でならない。

（1）国・地方における議員定数の大胆な削減､ 歳費の抑制。　　　
（2）厳しい財政状況を踏まえ、国・地方公務員の人員削減と、能力を重視した賃金体系による人件費の抑制。
（3）特別会計と独立行政法人の無駄の削減。
（4）積極的な民間活力導入を行い成長につなげる。

4. 消費税引き上げに伴う対応措置
○消費税率10% への引き上げと同時に軽減税率が導入されることになっているが、これは事業者の事務

負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コストおよび税収確保などの観点から問題が多く、税率
10% 程度までは単一税率が望ましいことを改めて表明したい。

（1）現在施行されている「消費税転嫁対策特別措置法」の効果等を検証し、中小企業が適正に価格転嫁で
きるよう、さらに実効性の高い対策をとるべきである。なお、消費税率引き上げによる駆け込み需要と
反動減による景気変動を抑制するための方策として、「消費税還元セール」等の表示を可能とすること
が政府で検討されている。これは消費税の適正な転嫁に関わるだけでなく、中小企業に対して本体価
格の引き下げを要求されかねない等、影響も大きいことから慎重な検討を求める。

（2）消費税の滞納防止は税率の引き上げに伴ってより重要な課題となる。消費税の制度、執行面において
さらなる対策を講じる必要がある。

（3）軽減税率制度を導入するのであれば、国は国民や事業者に対して制度の周知を行い、混乱が生じない
よう努める必要がある。また、システム改修や従業員教育など、事務負担が増大する中小企業に対して
特段の配慮が求められる。

5.マイナンバー制度について
6. 今後の税制改革のあり方

Ⅱ.経済活性化と中小企業対策
1. 法人実効税率について

○OECD 加盟国の法人実効税率平均は25%、アジア主要10カ国の平均は22% となっており、依然として我
が国の水準は高い。このため、国際競争力強化などの観点から、今般の法人実効税率引き下げの効果等を
見極めつつ、さらなる引き下げも視野に入れる必要がある。

2. 中小企業の活性化に資する税制措置
（1）中小法人に適用される軽減税率の特例15% を時限措置（平成31年3月31日まで）ではなく、本則化す

る。なお、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。また、昭和56年以来、800万円
以下に据え置かれている軽減税率の適用所得金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。

（2）租税特別措置については、公平性・簡素化の観点から、政策目的を達したものや適用件数の少ないもの
は廃止を含めて整理合理化を行う必要はあるが、中小企業の技術革新など経済活性化に資する措置は、以
下のとおり制度を拡充し、本則化すべきである。なお、中小企業投資促進税制の適用期限が平成31年3月
31日までとなっていることから、直ちに本則化することが困難な場合は、適用期限を延長する。

①中小企業投資促進税制については、対象設備を拡充したうえ、「中古設備」を含める。
　なお、中小企業投資促進税制の上乗せ措置として平成29年度に改組された中小企業経営強化税制につい

て、事業年度末が迫った申請の認定に当たっては弾力的に対処すること、及び適用期限（平成31年3月31
日まで）を延長すること。

②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例については、損金算入額の上限（合計300万円）を撤廃する。
3. 事業承継税制の拡充

○我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献している。その
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渡辺宣之　一宮市議会議長

Ⅳ．震災復興
○東日本大震災からの復興に向けて復興期間の後期である「復興・創生期間（平成28年度～32年度）」も3年

目に入っているが、被災地の復興、産業の再生はいまだ道半ばである。今後の復興事業に当たってはこれ
までの効果を十分に検証し、予算を適正かつ迅速に執行するとともに、原発事故への対応を含めて引き続
き、適切な支援を行う必要がある。また、被災地における企業の定着、雇用確保を図る観点などから、実効
性のある措置を講じるよう求める。

○熊本地震についても、東日本大震災の対応などを踏まえ、適切な支援と実効性のある措置を講じ、被災地の
確実な復旧・復興の実現等に向けて早急に取り組まねばならない。

Ⅴ．その他
1. 納税環境の整備
2. 租税教育の充実

一宮法人会では平成30年11月、税制委員会のメンバーより地元国会議員・地方自治体に
「平成31年度 税制改正に関する提言」を提出し、提言活動を行いました。

行動する法人会行動する法人会行動する法人会行動する法人会
平成31年度　税制改正に関する提言

自民党 : 江﨑鐵磨議員 国民民主党 : 岡本充功議員 日本維新の会 : 杉本和巳議員

中野正康　一宮市長 長屋宗正　稲沢市議会議長

国 会 議 員

地方自治体

財政健全化は国家的課題。
　　　目標の早期達成に向けて全力を！

少子高齢化の急速な進行は不可避。
　　　社会構造変化に対応した社会保障制度の確立を！

中小企業向け税制措置を拡充し、真の経済再生を！

中小企業は雇用の担い手。
　　　事業承継税制の改革は地方活性化のためにも重要！

●

●

●

●

平成31年度税制改正スローガン

Ⅲ.地方のあり方
○国と地方の役割分担を見直し、財政や行政の効率化を図る地方分権化は地方の活性化にとっても極め

て重要である。ただ、その際に不可欠なことは地方の自立・自助の精神であることを改めて強調してお
きたい。地方創生戦略もこれを基本理念とすべきである。

○「ふるさと納税制度」にみられる返礼品競争のような手法は、あまりに安直であり真の地方活性化には
つながるまい。そもそも住民税は居住自治体の会費であり、他の自治体に納税することは地方税の原
則にそぐわないとの指摘もある。納税先を納税者の出身自治体に限定するなど、「ふるさと納税」本来
の趣旨に沿った見直しが必要である。

○地方交付税は国が地方の財源不足を保障する機能を有していることから、地方の財政規律を歪めてい
るとの指摘が多い。地方は国に頼るだけでなく、自らの責任で必要な安定財源の確保や行政改革を企
画・立案し実行していく必要がある。

（1）地方創生では、さらなる税制上の施策による本社機能移転の促進、地元の特性に根差した技術の活用、
地元大学との連携などによる技術集積づくりや人材育成等、実効性のある改革を大胆に行う必要があ
る。また、中小企業の事業承継の問題は地方創生戦略との関係からも重要であり、集中的に取り組む必
要がある。

（2） 広域行政による効率化の観点から道州制の導入について検討すべきである。基礎自治体（人口30万
人程度）の拡充を図るため、さらなる市町村合併を推進し、合併メリットを追求する必要がある。

（3）国に比べて身近で小規模な事業が多い地方の行財政改革には､「事業仕分け」のような民間のチェッ
ク機能を活かした手法が有効であり、各自治体で広く導入すべきである。

（4）地方公務員給与は近年、国家公務員給与と比べたラスパイレス指数（全国平均ベース）が改善せずに
高止まりしており、適正な水準に是正する必要がある。そのためには国家公務員に準拠するだけでな
く、地域の民間企業の実態に準拠した給与体系に見直すことが重要である。

（5）地方議会は、議会のあり方を見直し、大胆にスリム化するとともに、より納税者の視点に立って行政
に対するチェック機能を果たすべきである。また、高すぎる議員報酬の一層の削減と政務活動費の適
正化を求める。行政委員会委員の報酬についても日当制を広く導入するなど見直すべきである。

中小企業が相続税の負担等によって事業が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐことになる。
今年度の税制改正では比較的大きな見直しが行われたが、さらなる抜本的な対応が必要と考える。

（1）事業用資産を一般資産と切り離した本格的な事業承継税制の創設
　我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較すると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの本格的な

事業承継税制が必要である。とくに、事業に資する相続については、事業従事を条件として他の一般財産
と切り離し、非上場株式を含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除する制度の創設が求められる。

（2）相続税、贈与税の納税猶予制度の充実
　平成30年度税制改正では、中小企業の代替わりを促進するため、10年間の特例措置として同制度の拡

充が行われたことは評価できるが、事業承継がより円滑に実施できるよう以下の措置を求める。
①猶予制度ではなく免除制度に改めるとともに、平成29年以前の制度適用者に対しても適用要件を緩和

するなど配慮すべきである。
②国は円滑な事業承継が図られるよう、経営者に向けた制度周知に努める必要がある。なお、特例制度を

適用するためには、5年以内に「特例承継計画」を提出する必要があるが、この制度を踏まえてこれか
ら事業承継の検討（後継者の選任等）を始める企業にとっては時間的な余裕がないこと等が懸念され
る。このため、計画書の提出期限について配慮すべきである。

加藤錠司郎　稲沢市長
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開始前から長蛇の列
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稲沢まつり「税金クイズ」

一宮法人会の地域社会貢献事業の一環として、「税金クイズ」が爽やかな
秋晴れのもと、支部の役員並びに女性部会の皆さんの協力を得て、今年度
も5つの会場で、延べ7日間にわたり開催された。素人チンドン大会や、織
姫パレード、野菜や果物の展示即売会など各地域の特色を生かしたイベン
トが行われ、「税金クイズ」の特設テントブースでは、法人会の黄色のハッピ
を着たスタッフの呼び込みで、多数の来場者が税金クイズに挑戦していた。
折しも2019年10月から消費税率10％アップに伴う軽減税率の導入が話題
になっており、大いに税の啓蒙活動の目的を果たすことが出来た。

秋の萩原町商業祭
第14回素人チンドン大会「税金クイズ」

税 催金 ズ 開ク イ

稲沢支部・
女性部会

萩原支部

10
2120 日土・

10
21日

10
27土 びさいまつり「税金クイズ」

11
23金 そぶえイチョウ黄葉まつり「税金クイズ」

11
1817 日土・ JA愛知西農協 秋の感謝祭「税金クイズ」

祖父江支部

尾西
6支部合同

 丹陽・
西成支部

祝

職場体験で税金クイズのお手伝いをしていただいた
一宮市立尾西第一中学校の生徒の皆さん

ワーイ 1億円だ！！

地域社会貢献事業



平成30年10月6日（土）　　会場/尾張一宮駅前ビル（i－ビル）7階シビックホール
参加者/450名

満員御礼の女性部会社会貢献事業

「津軽三味線デュオ  輝＆輝コンサ－ト」

地域社会貢献事業女性部会

平成30年10月6日（土）　尾張一宮駅前ビル（i－ビ

ル）7階シビックホールにて、女性部会社会貢献事業

「津軽三味線デュオ　輝＆輝コンサ－ト」が盛大に開催

されました。

10時から会場設営、23人の女性部会役員スタッフは

一宮法人会の黄色の法被を着てテキパキと的確に準備

等の役割をこなしてくださいました。お疲れ様でした。

午後1時には駅ビルの便利さもあり大勢のお客様が

お越しくださり列ができました。

開場を30分早め、開演の2時には定員300名は満席

で満員御礼となりました。急遽椅子を増やし、動員数

は450名でした。

演奏者の輝＆輝さんは、北九州市出身の白藤ひかり

さんと地元稲沢市出身の武田佳泉（たけだかなみ）さん

のお二人の結成で、どちらも全国大会で日本一になら

れた実力の持ち主です。

待ちに待った開演、お二人は笑顔で振袖姿でのご登

場。会場がパッと華やぎました。

津軽じょんがら節やソーラン節など全8曲を津軽三

味線ならではの迫力と女性ならではの繊細さで存分に

表現されました。観客の皆様はその実力に感動しつつ、

楽しく手拍子や歌を口ずさんだりと場内一体となっ

て、あっという間の1時間でした。

当日は、森会長や役員の方々、他部会からは津島法人

会3名と名古屋東法人会の県連女性部会の山内会長は

じめ2名お越しいただき嬉しい限りでした。

万端に段取りをしていただいた事務局にも感謝して

おります。

芸術の秋を彩る素敵な女性部会の社会貢献事業とな

りました。心よりお礼申し上げます。

（報告者: 女性部会副部会長　大塚 えい子）
武田佳泉（たけだかなみ）さん 白藤ひかりさん

女性部会有志でフラダンス同好会を結成して今年で6年目とな

りました。地域社会貢献事業として施設訪問は4回目です。今年

は女性部会の会員の運営される「一宮医療療育センター」に訪問

しました。

パネルに「ようこそ」と書かれた可愛い切り絵が飾られた会場

には、50名ほどの入居者とその家族の方々が集まってください

ました。ハワイアン調の「カイマナヒラ」や「タイニーバブルス」

「ハメハメハ」やリズム感のある曲「青い珊瑚礁」など11曲を踊

りました。重い障害を持つ方々なので、最初は喜んでいただけるか少し心配しておりましたが、「青い珊瑚礁」がか

かるとある女の子が、体全体で喜んでいただきとてもうれしく思いました。又、スタッフのある方が私たちと同じ

ように踊って会場を盛り上げてくださいました。

最後に皆さんの所に行ってありがとうの気持ちを伝えると笑顔でこたえられ、又、家族の方々からありがとうと

言われ今以上に精進したいと思いました。一宮医療療育センターのスタッフの皆様にはお忙しいところ大変お世

話になりました。ありがとうございました。
（報告者：女性部会常任理事　梶田 美佐子）

　第32回法人会全国青年の集い「岐阜大会」が“未来を切り開く先駆け

となれ～「天下布武」発信の地岐阜から～” のスローガンのもと開催さ

れ、佐々部会長をはじめとする4名のメンバーで参加させて頂きました。

　1日目は、「租税教室プレゼンテーション」として、全国各地から選抜

された代表による租税教育活動の紹介と「部会長ウェルカムパー

ティー」が行われました。

　2日目には、「部会長サミット」が「未来を切り開く先駆けとなれ～財

政健全化のための健康経営推進～」のテーマで開催され活発な意見交

換が行われました。その後の大会式典では、租税教育活動や部会員増強

について、各地法人会青年部の取り組みと成果が発表表彰されました。租税教育活動の最優秀賞は金沢法人会の

「税の使い道総選挙2018～繋がる租税活動」でした。税について一方的に子供たちに教えるだけでなく、子供たち

とその親にも税の使い道について考えてもらう活動の発表があり、大変印象に残りました。私たち一宮法人会青年

部会で行っている租税教室でも、子供たちに一方的に教えるのではなく、「税について考えてもらう」「税のことを

家庭で話題にしてもらう」という気持ちを持って講師を務めることが大切だと改めて感じました。大会式典の後に

は、「今私たちにできること～未来のために～」と題して、女優業の他に国連開発計画親善大使、岐阜県図書館名誉

館長でもある紺野美沙子さんの記念講演が開催され、最後に大懇親会で大会が締めくくられました。

　全国各単会の方々と出会い、その活動を知ることで刺激や気づきを得ることができた大会でした。ありがとうござ

いました。
（報告者：青年部会 副部会長　墨 大輔）

フラダンス同好会施設訪問
女性部会

青年部会

平成30年10月28日（日）　会場/ 一宮医療療育センター　　参加者/60名

第32回法人会 全国青年の集い「岐阜大会」
平成30年11月8日（木）・9日（金）　　会場/ 長良川国際会議場他　　参加者/4名

中嶌女性部会長あいさつ

左側から梅谷監事、墨副部会長、
佐々部会長、土川副部会長
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一宮の榊原建設を訪問しました。

大正10年創業の老舗建設会社は、昭和5年、一宮市

役所を施工しています。あの気品あふれる正面玄関に

思い出のある方も、多いことでしょう。当時すでに、

鉄筋コンクリートで建てる技術を持ち、戦後のガチャ

万景気を味方に、数々の重厚建築を施工されました。

その技術の確かさは、新しい一宮市役所、一宮医師

会館・中保健センター等、数々の官公庁、公共施設の

建設に受け継がれ、ここも、あそこもと、一宮のみな

らず、愛知県下にご活躍の会社です。

最近、車で街を走っていると、デザインの素敵なビ

ルが増えて、何の会社？何のお店？と振り返りたくな

ります。思いがけない中庭があったり、硝子を用いた

軽やかな建物だったり、緑を多用した面白い空間だっ

たり。建物を単なる構造物と考えずに、生き生きと暮

らせる場を作るという風に変化しているのでしょう。

まさに、榊原建設の挑戦「私たちは、素晴らしい自

然や周辺環境と進歩した科学・技術とが調和した生活

環境の創造を願いとして、あらゆる技術と英知を集結

させ新たな挑戦を続けて参ります。」そのものです。

お目に掛かった、三代目、榊原讓社長は気さくな方

で、ご趣味はスポーツとスポーツ観戦だそうです。ま

た、ローリングストーンズとポールマッカートニーの

日本公演にも出かけられたそうで、体力、気力、行動

力を備え、懐かしい音楽に酔いしれる、ロマンチスト

であるとお見受けいたしました。

最後に、今回の訪問を受け入れてくださった関係各

位の皆様に感謝申し上げます。

（報告者：広報委員　吉田 恵美子）

報 告 記 事

榊原建設株式会社平成30年11月16日㈮

企業訪問

私たちは、歴史と伝統のもと築かれた信用・信頼・技術を大切にし、

社業の発展・社員の幸福を通じて地域社会に貢献します。

挑 戦
誠意ある対応　そこに信頼あり
創意ある技術　そこに進歩あり
熱意ある行動　そこに栄光あり

私たち榊原建設は、安全を第一に、総合力を結集して、

最高の作品を残すよう、最善を尽くす会社です。

 会社概要

社　　　名 榊原株式会社

代　表　者 代表取締役社長　榊原 讓

所　在　地 愛知県一宮市北園通2丁目10番地

電　　　話 0586-73-6831（代）

F 　 A 　 X 0586-73-2683

事 業 内 容 総合建設業：国土交通大臣許可（特-21）第3336号

支店・工場 名古屋支店・羽島営業所・江南営業所・
　　　　　　 印田資材センター

創　　　業 大正10年（1921年）1月

設　　　立　昭和23年（1948年）11月

資　本　金 5,000万円

従　業　員 52名（技術職員／一級建築士12名・一級建築施工管理技工27名）　　　

 沿革

1921年（大正10年）１月 半田市において創業　榊原信太郎が初代社長に就任

1930年（昭和 5年）    4月 一宮市役所庁舎を施工　本店を一宮市に移転

1948年（昭和23年）11月 株式会社に改組　資本金200万円

1950年（昭和25年） 11月 名古屋支店開設

1961年（昭和36年） 12月 榊原次雄が二代目社長に就任

1973年（昭和48年）11月 資本金を5,000万円に増資

1995年（平成 7年）    1月 榊原讓が三代目社長に就任

2011年（平成23年）  8月 ISO9001(2008年版) 認証取得

2013年（平成25年）  5月 ISO14001(2004年版) 認証取得
http://www.sakakibara-cons.co.jp 榊原建設 検 索

経営理念

行動指針

スローガン

一宮市役所 旧庁舎

一宮駅前のマンション

一宮市役所 新庁舎・自走式駐車場

一宮市医師会館・中保健センター
※㈱日建設計：優秀工事の感謝状・愛知県建築士事務所協会：愛知建築賞・（一社）公共建築協会：優秀賞の各賞を受賞

ポルシェ尾張・岐阜ショールーム（一宮市） なまずや名東分店（名古屋市）

榊原社長
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支部のうごき　 H30.10～H30.12

会員一日バス研修会

支部役員会
起 支 部 11月　20日（火）

大和支部
静岡 11月15日（木）　参加者23名

宮西・貴船支部合同
京都 10月18日（木）　参加者25名

栄・神山・奥・今伊勢支部合同
南信州 10月17日（水）　参加者18名

大志・富士・向山・大江支部合同
高山 11月6日（火）　参加者25名

祖父江支部・平和支部合同
近江 10月23日（火）　参加者31名

せんい・丹陽・西成支部合同
京都 10月17日（水）　参加者36名

萩原支部
京都 10月4日（木）　参加者23名

公益社団法人一宮法人会報　第150号　　　平成31年1月（2019）発行

　　　発　行　所　（公社） 一 宮 法 人 会
 一宮市栄4丁目5番16号 （一宮税理士会館 1階）
 電 話 〈0586〉73 -2134～5
 FAX 〈0586〉73 -5665
 URL http://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/ichinomiya

印　　　刷　　 西 濃 印 刷 株 式 会 社
  岐　阜　市　七　軒　町　15
  電　　　話　〈058〉263−4101

はじめまして新会員の紹介　Ｈ30.10～Ｈ30.12
一宮法人会の新しいお仲間13社の皆様です。 （敬称略）

支　部 法人名 代表者名 業　種 紹介者名

神山 株式会社ノダコウ 野田　辰夫 建設業

宮西 株式会社ノエル・コンサルサポート 藤井　貴子 労務コンサルティング

〃 税理士法人アイタックス 山内　　薫 税理士業

大江 株式会社コウキ 伊藤　豊喜 建設土木 株式会社一宮看板店

丹陽 RISEair株式会社 西垣　昌輝 空調設備・換気ダクト
設備販売施工 株式会社土川油店

今伊勢 一般社団法人ヤマコ納骨堂協会 今枝　道義 納骨堂整備等

浅井 株式会社向陽整体院 岩田　浩一 整体 有限会社ラムダ

西成 株式会社PROTEX 山口　　武 保険代理店 株式会社土川油店
江崎織物株式会社

三条 株式会社中部クリア 石井　　亨 住宅リフォーム業

開明 株式会社慶 松永　多弘 介護保険事業、IT事業

稲沢 有限会社名古屋緑化サービス 石田　佳久 造園業

木曽川 松山毛織株式会社 田中　利明 毛織物業

〃 株式会社有真テック 小池　幹郎 産業機器及び電子機械
部品の製造

尾西信用金庫
木曽川東支店

a postscript by the editor編 集 後 記
◎謹んで新年をお喜び申し上げます。本年もよろしくお願いします。
◎秋の褒章で会員の田中秀雄様が受賞されました。心よりお祝い申し上げます。
◎税を考える週間では会員の皆さまの表彰がありました。今後ともよろしくお願いします。
◎税務広報では、確定申告の情報や消費税に関する情報など多数掲載しましたので、ぜひご利用ください。
◎活動報告では、全国大会鳥取大会、全国青年の集い岐阜大会、各部会、各支部の事業を報告しました。ま

た社会貢献事業など関係者の皆様ありがとうございました。
◎一宮市にある榊原建設さんを訪問しました。時代とともに変わる工法やデザインなど写真を交え説明を

していただきました。
◎平成最後の発行となる今号では、平成の主な会活動を「会報誌から平成を振り返る」と題してまとめてみました。
◎広報誌つむぐは150号を迎えることができました。これもみなさまのご理解とご協力があってのことと

感謝申し上げます。今後ともみなさまに読んでいただける広報誌を目指し広報に努めてまいります。　

感謝　T．K



（公社）一宮法人会

記念コンサート　ロシア民族アンサンブル「ベリョースカ」

記念講演会　村田 晃嗣氏

記念コンサート
BIRTHと皆〜んなで楽しむコンサート

会報誌から平成を振り返る

記念講演会　西川 きよし氏

記念コンサート　高石 ともや氏
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消費税が導入され、
税率3%でスタート

平成元年
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本会社団化30周年

平成17年
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税務経理研究部会
創立60周年
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会報誌第146号

女性部会創立20周年
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青年部会創立
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記念コンサート
加藤典子とパラダイス・ソックス
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新年のごあいさつ
地域社会貢献事業
　津軽三味線デュオ　輝＆輝コンサート
　各地域イベントで「税金クイズ」開催
　フラダンス同好会施設訪問

一宮法人会 検　索検　索一宮法人会ウェブサイト

名古屋支社/

TEL 052-541-3151

一宮支店/

TEL 0586-24-0501


